
 
 

西宮市子育て世帯訪問支援業務(児童支援ヘルパー)仕様書 
 
１ 業務名 

西宮市子育て世帯訪問支援業務(児童支援ヘルパー) 
 
２ 業務目的 

家事・育児等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、ヤングケアラー等がいる家庭等、市（家

庭児童相談室）における支援の中で必要と判断した家庭に対し、育児家庭支援ヘルパー（以下「ヘ

ルパー」という。）を派遣し、当該家庭の家事・育児を支援することで、保護者の不安や負担を軽

減し、児童の養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。 
 
３ 委託期間 

令和７年４月１日 から 令和８年３月３１日まで 
 
４ 一般的事項 

事業の実施は、西宮市子育て世帯訪問支援事業実施要綱の規定に基づいて行うものとし、その 
他関係法令を遵守するものとする。また、業務目的に鑑み、市との綿密な連携を行うものとする。 
 

５ 委託する業務内容     
（１）派遣調整(コーディネート)業務 
① [ヘルパーの手配] 派遣対象となる家庭について、市担当からの電話連絡による情報提供(手配

依頼)を受け、ヘルパーの手配、派遣スケジュール表の作成など、派遣に備えた準備を行う。 
② [初期面談への同行] ヘルパー派遣開始に先立ち、市担当者が行う家庭訪問に同行し、利用者

と初期面談を行う。初期面談では、市担当からの情報提供内容に基づき、支援内容について打

ち合わせを行う。 

（２）支援業務 
① 市担当からの情報提供時に別途指示のあった派遣期間において、対象家庭における家事支援  
及び育児支援を行う。（支援内容の詳細は別紙参照。） 

② 上記支援中における利用者からの家事・育児に関する一般的な相談への対応を行う。（専門的  
な相談への対応は除く。） 

（３）連絡調整業務 
 ① 派遣期間中における利用者からの派遣時間変更希望やキャンセル連絡への対応を行う。なお、  

利用キャンセルや利用日時変更があった場合、必ず市担当へ報告を行うものとする。 
 ② 利用者からのヘルパー派遣に関する問い合わせや苦情への対応を行う。なお、左記対応を行 

った場合、必ず市担当へ報告を行うものとする。 
 ③ ヘルパー派遣時に、虐待の兆候など対象児または養育者に気になる様子を確認した場合、速 

やかに市担当への情報提供を行うなど、緊密に連携すること。 
 ④ その他、利用者に関する市担当からの状況確認や情報提供への対応を行う。 

（４）事業委託実績報告書等調製業務（委託料の請求） 
※当該業務は、登録事業者(法人)の単位で実施するため、複数の事業所を有する場合は、全て 



 
 

の事業所分を取りまとめて処理を行うこと。 
  ヘルパーの派遣を行った場合は、月ごとに以下に記載する書類を調製した上、原則(※)として、 

派遣月の翌月１０日までに市へ委託料の請求を行う。なお、ヘルパーの派遣を行わなかった月は、   
当月度に請求すべき内容が無い旨を、翌月５日までに市へ書面(書式任意。電子メール可)で必ず  
通知する。但し、当月度に派遣対象家庭そのものが無かった場合は、当該通知を省略して差支え

ない。 
 (※)土日祝日にあたる場合は、その翌開庁日とする。 

 （実施要綱第１３条関係）  
① 事業委託実績報告書・活動記録集計表 

    利用者ごとに、当月度の派遣状況(派遣日と派遣時間区分のマトリックス集計)を記載。 
当月度の派遣が多件数に及ぶ場合は、当月度の利用者数合計、時間区分別の派遣合計回数

を別紙鑑として作成すること。 
（実施要綱第１４条関係） 

  ② 委託料請求書 
   上記①により算出される当月度の委託料の請求書。市所定の請求書(A)使用可。（予め市   

への口座登録が必要。以降、振込先口座を明記した書面提出は省略可。） 
使用する様式に関わらず、必ず算出の内訳（時間区分別派遣回数）を別添すること。 

 
６ ヘルパー派遣規定 
（１）ヘルパー派遣期間 

 原則３か月以内の期間(月単位)を 1 派遣サイクルとする。但し、別途市担当が必要と認める場 
合は、あらかじめ事業者と協議の上、派遣サイクルの延長を依頼できるものとする。 

（２）ヘルパー派遣頻度 
上記期間において原則週２回程度の派遣を行う。（別途、市担当と個別に協議の上決定する。）

なお、左記の範囲内において回数の限度は無い。 

（３）ヘルパー派遣時間・日 
① 派遣を行う時間帯は、午前８時から午後６時(派遣終了時間)までの範囲内とする。 
② １回の派遣は１時間３０分以内とし、１日１回までとする。 
 なお、派遣時間の算出は利用者宅訪問から辞去までの間とする。 
③ 派遣を行う日は、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日の間）を除く、祝日を含む全ての

曜日のうち、事業者が派遣可能な曜日とする。 
 
７ ヘルパー派遣等委託料請求単価 

実際のヘルパー派遣に要した時間区分に応じ、派遣１回あたり以下の単価により請求するもの

とする。（金額には消費税及び地方消費税を含まない。注：非課税。）また、ヘルパー派遣に伴う

交通費については別途請求できないものとする。（利用者への請求も不可。） 
（１）１時間１５分以上１時間３０分以下        … ３，９６６円 
（２）１時間以上１時間１５分未満            … ３，４５１円 
（３）４５分以上１時間未満               … ２，８４０円 
（４）３０分以上４５分未満              … ２，２０８円 
（５）３０分未満（当日キャンセル・初期面談同行を含む）… １，５３２円 



 
 

 
(※)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス  

における単価を準用（居宅介護サービス_家事援助に福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ相当額を 
加算）していることから、年度ごとの委託契約時において、その時点での単位数や地域別単位 
数単価に基づき金額を見直すことがある。 

 (※)当日キャンセルとは、派遣予定日の前日の午後５時までに利用者から派遣日時変更もしくは   
派遣中止の連絡がなかった場合の派遣中止分を指す。 

 
８ 委託契約 

本業務委託期間における予算成立後、７に規定する単価による委託契約を締結する。但し、契約

金額の予定総額は設定しない。 
 
９ 事業者の実施体制 
※当該内容は、別に示す子育て世帯訪問支援業務(子育てヘルプ)と共通となるため、左記と別途

構築する必要はない。 
（１）本業務の履行を監督する業務責任者および、ヘルパー派遣に関する連絡調整を担う、派遣調

整・管理担当者を配置すること。なお、本業務に係る契約事務、経理事務等一般事務について

は、別途、事務担当者を配置し、これに当たらせることができる。 

（２）次に掲げている要件をすべて満たすヘルパー（女性に限る）を選定し、派遣すること。 
① 介護福祉士の資格を有する者、実務者研修課程修了者、介護職員初任者研修課程修了者、介護

職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修１級課程修了者、訪問介護員養成研修２級課程

修了者、訪問介護員養成研修３級課程修了者、居宅介護職員初任者研修課程修了者、居宅介護

従業者養成研修１級課程修了者、居宅介護従業者養成研修２級課程修了者、居宅介護従業者養

成研修３級課程修了者、生活援助従事者研修課程修了者、居宅介護従業者基礎研修課程修了者、

重度訪問介護従業者養成研修課程修了者、介護予防・生活支援員養成研修課程修了者、看護師

の資格を有する者、准看護師の資格を有する者のいずれかに該当する者であること。 
② 心身ともに健全であること。 
③ 育児及び家事に関する援助を適切に実行する能力を有すること。 
④ 対象家庭の児童の安定した養育に寄与できる者であること。 

（３）ヘルパーに対して、資質向上のための研修および子育て世帯訪問支援事業ガイドラインに規

定される、事業の目的、内容、支援の方法、個人情報の適切な管理や守秘義務等に関する研

修を実施するものとする。また、事業者はこれらの研修の実施状況について、市に報告しな

ければならない。 

（４）ヘルパーに対し、感染症等に関する知識を修得させるとともに、年１回以上の定期健康診断

を実施し、ヘルパーの健康管理に細心の注意を払うものとする。 

（５）支援を提供するヘルパーからの利用者対応等についての相談に応じ、必要な助言や指導など

適切に対応できる体制を確保すること。 

（６）利用者等の事故等や、業務中の金銭・貴重品等の滅失、破損等の緊急事態に対処するため、 
マニュアルの作成など、緊急時に迅速に対応できる体制を整備し、ヘルパーに徹底すること。 



 
 

（７）本業務を実施するにあたり、業務履行中の事故等に備え、賠償責任保険へ加入すること。 
 
１０ 個人情報の取扱い 

個人情報の取扱いについては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 
（１）ヘルパー等業務に携わる者に守秘義務を課すなど、個人情報の保護に関する法律等の関係法  

令を遵守した上で個人情報の取扱いにあたるものとし、本業務により知り得た秘密を他に漏ら 
してはならないこと。 

（２）本業務において利用する個人情報について、本業務の目的外で利用や提供をしないこと。 
 
１１ その他 

この仕様書に定めのない事項については、その都度、事業者と市担当課が協議して定める。 




